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５ 適格請求書等の写しの保存 

 

（適格請求書等の写しの範囲） 

【答】  

   適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁

的記録の保存義務があります（消法 57 の４⑥）。 

「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その

適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれますので、例

えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や

明細表などの保存があれば足りることとなります。 

  ※ 自己が一貫して電子計算機を使用して作成した適格請求書については、その写しを電磁的

記録により保存することも認められます。詳しくは、問 80《適格請求書の写しの電磁的記録

による保存》をご参照ください。また、適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存

については、問 81《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照くだ

さい。 

 

（適格請求書の写しの保存期間等） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁

的記録の保存義務があります（消法57の４⑥）。 

この適格請求書の写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期

間の末日の翌日から２月を経過した日から７年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所

その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません（消令70の13①）。 

（参考） 仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等についても、同様です（消令50①）。 

 

  

問 78 適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しの保存が義務付けられるとのことで

すが、「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類を複写したものでなければならない

のですか。【令和元年７月追加】【令和５年 10月改訂】 

問 79 交付した適格請求書の写しや提供した適格請求書に係る電磁的記録については、何年間保

存が必要ですか。【令和５年 10 月改訂】 
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（適格請求書の写しの電磁的記録による保存） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しの保存義務があります（消法57の４

⑥）。 

こうした国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類で、自己が一貫して

電子計算機を使用して作成したものについては、電帳法に基づき、電磁的記録による保存をも

って書類の保存に代えることができることとされています（電帳法４②）。 

なお、作成したデータでの保存に当たっては、次の要件を満たす必要があります。 

① 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、シ

ステム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等）の備付けを行うこと（電帳規２②一、

③） 

② 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の

用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれら

の操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形

式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと（電帳規２②二、③） 

③ 国税に関する法律の規定による適格請求書に係る電磁的記録の提示若しくは提出の要求に

応じることができるようにしておくこと又は適格請求書に係る電磁的記録について、次の要

件を満たす検索機能を確保しておくこと（電帳規２②三、③） 

・ 取引年月日、その他の日付を検索条件として設定できること 

・ 日付に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができること 

（参考１） 複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表等を適格請求書の写しとして電磁的記

録により保存する場合には、消費税法上は、必ずしも交付した適格請求書として出

力する必要はなく、上記①～③の要件を満たした当該一覧表等の電磁的記録を保存

することで問題ありません。 

（参考２） 電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子

帳簿保存法取扱通達解説（趣旨説明）」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考として

ください。 

 

  

問 80 当社は、自己の業務システムで作成した適格請求書を出力し、書面で交付しています。 

   適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存しなければなりませんが、書

面で交付した適格請求書の写しとして、当該システムで作成したデータを保存することも認

められますか。【令和５年 10 月改訂】 
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（適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法） 

【答】  

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税事

業者に限ります。）から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求

書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を相手方に提供することができます（消法57

の４①⑤）。 

その場合、適格請求書発行事業者は、提供した電磁的記録を 

・ 電磁的記録のまま、又は 

・ 紙に印刷して、 

その提供した日の属する課税期間の末日の翌日から２月を経過した日から７年間、納税地又は

その取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりませ

ん（消法57の４⑥、消令70の13①、消規26の８）。 

また、その電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があ

ります（消規26の８①）。 

① 次のイからニのいずれかの措置を行うこと 

イ 適格請求書に係る電磁的記録を提供する前にタイムスタンプを付し、その電磁的記録を

提供すること（電帳規４①一） 

ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、タイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の

保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにし

ておくこと（電帳規４①二） 

・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供後、速やかにタイムスタンプを付すこと 

・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に

関する規程を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、

速やかにタイムスタンプを付すこと 

ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計

算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の提供及びその電磁的記録を保

存すること（電帳規４①三） 

・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること 

・ 訂正又は削除することができないこと 

ニ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止

に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に

併せて当該規程の備付けを行うこと（電帳規４①四） 

② 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと（電

帳規２②一、４①） 

③ 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の

用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれら

の操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形

問 81 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。 

提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような

方法で保存すればよいですか。【令和５年 10 月改訂】 
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式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと（電帳規２②二、４①） 

④ 適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと（電

帳規２⑥六、４①） 

※ 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができ

るようにしているときは、ⅱ及びⅲの要件が不要となります。また、当該電磁的記録の

提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、その判定期間

に係る基準期間における売上高が1,000万円以下の事業者であるときは検索機能の全て

が不要となります。 

ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索条件として設定できること 

ⅱ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することがで

きること 

ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること 

他方、適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときには、整然とした

形式及び明瞭な状態で出力する必要があります（消規26の８②）。 

（参考） 電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳

簿保存法取扱通達解説（趣旨説明）」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてくだ

さい。 

（注） 令和５年度の税制改正により、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報に 

係る電磁的記録の保存要件について、次のとおり見直しが行われました。 

・ 上記①ロの「その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関す

る情報を確認することができるようにしておくこと」は不要とされました。 

・ 上記④の※書きについて、下線部分が変更されました。 

     ※ 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることが

できるようにしているときは、ⅱ及びⅲの要件が不要となります。また、当該電磁

的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、

その判定期間に係る基準期間における売上高が 5,000 万円以下の事業者であるとき

又は国税に関する法律の規定による電磁的記録の出力書面（整然とした形及び明瞭

な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限

る。）の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは検索機能

の全てが不要となります。 
      ・ 上記④の根拠法令のうち、電帳規第２条第６項第６号は同項第５号に改正されまし

た。 
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（提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法） 

【答】  

適格請求書発行事業者が適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供し

た場合において、電帳法に準じた方法により、当該電磁的記録を保存することで、消費税法に

おける適格請求書の写しの保存要件を満たすこととなります。適格請求書に係る電磁的記録を

提供した場合の保存方法の詳細については、問81《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場

合の保存方法》をご参照ください。 

 ご質問において保存する電磁的記録は、XML形式等の取引情報に関する文字の羅列とのことで

すが、請求書等のフォーマットなどにより視覚的に確認・出力されるものについては、保存要

件を満たすこととなります（電帳法一問一答【電子取引関係】問34参照）。 

 具体的には、以下の出力（印刷）イメージのように適格請求書であることが視覚的に確認で

き、内容が記載事項のどの項目を示しているか認識できるものであれば、消費税法上は、必ず

しも、適格請求書の記載事項を示す文言（「取引年月日」や「課税資産の譲渡等の税抜金額又は

税込金額を税率ごとに区分して合計した金額」という文言など）が必要となるものではありま

せん。 

なお、電帳法においては、「取引情報（取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、

送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項）に係る電磁的記録」

を保存する必要があり（電帳法２五、７）、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、

整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておく必要があり

ます（電帳規４①柱書、２②二）。 

したがって、原則としては、電磁的に授受をした内容に含まれる「通常記載される事項」は

全て出力（表示）することができる必要がありますが、その記載事項（金額等）が一見して何

を表しているかが明らかである場合には、当該記載事項に係る項目が出力されていなくても差

し支えありません。 

ただし、授受した「通常記載される事項」に係る電磁的記録について、要件を満たして保存

を行う必要があるのでご注意ください。 

  

問 82 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提

供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、

当該電磁的記録が XML 形式等の取引情報に関する文字の羅列である場合、電帳法における保

存要件の一つである「整然とした形式及び明瞭な状態」での画面及び書面への出力は、どの

程度の表示が求められるのでしょうか。例えば、適格請求書の記載事項を示す文言（例えば、

「取引年月日」という文言）も必要となるのでしょうか。【令和４年 11 月追加】【令和５年

10 月改訂】 
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≪出力（印刷）イメージ≫ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

㈱○○ 御中       XX 年 11 月 30 日 

             △△商事㈱ 

             登録番号 T123… 

                       54,800 

XX/11/1 ビール 課 10％ 30,000 

XX/11/1 缶詰 軽 8％ 8,000 

XX/11/9 ビール 課 10％ 10,000 

XX/11/9 缶詰 軽 8％ 2,000 

請求時消費税〈10％〉 4,000 

請求時消費税〈8％〉 800 

課税 10％ 税込額 44,000 

内消費税 4,000 

課税 8％ 税込額 10,800 

内消費税 800 
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（提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式） 

【答】 

適格請求書発行事業者が適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供し

た場合であって、電帳法に準じた方法により、当該電磁的記録を保存したときは、消費税法に

おける適格請求書の写しの保存要件を満たすこととなります。適格請求書に係る電磁的記録を

提供した場合の保存方法の詳細については、問81《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場

合の保存方法》をご参照ください。 

 この場合、保存する電磁的記録は、必ずしも、相手方に提供した電磁的記録そのものに限ら

れたものではなく、取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により編集された電磁的

記録により保存することも可能です（電帳法一問一答【電子取引関係】問36参照）。 

ご質問の場合、相手方に提供する電磁的記録は、PDF形式とのことですが、例えば、データベ

ースからフォーマットに出力してPDF形式の請求書を作成するといった、そのPDF形式がXML形式

の電磁的記録から取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集されたものであ

れば、PDF形式の基となったXML形式の電磁的記録を保存することでも差し支えありません。 

   なお 、当該電磁的記録の保存に当たっては、相手方に提供したPDF形式として出力できるな

ど、整然とした形式及び明瞭な状態でディスプレイ等に出力できるようにしておく必要があり

ますのでご注意ください。 

  

問 83 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録（PDF 形式）を提供し

ています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされ

ていますが、保存する電磁的記録は、相手方に提供した PDF 形式のものではなく、この PDF

形式を作成するための基となった XML 形式の電磁的記録でも認められますか。【令和４年 11

月追加】【令和５年 10月改訂】 


